


 
 

 



 

 

はじめに 

 

千葉市の人口は、近い将来、減少に転じることが予測さ

れる一方、高齢者の人口は増加し、さらなる高齢化が見込

まれています。 

超高齢社会を迎える中、高齢者が住み慣れた地域におい

て、健康でいきいきと自立し、安心して暮らし続けていく

ためには、高齢者お一人おひとりの様々な状況に応じた住

宅確保や生活支援などが必要です。 

本市では、住宅施策と福祉施策の一体的な取組みを計画

的に推進し、高齢者の居住の安定確保を実現するため、こ

の度、平成２５年度からの８年間を計画期間とする「千葉

市高齢者居住安定確保計画」を策定しました。 

本計画では、高齢者が、心身ともに健康で、可能な限り自立した生活を送ること

を基本に、仮に健康状態や経済面など様々な状況によって自立した生活が困難とな

った場合には必要な支援が受けられるよう、高齢者に配慮した住宅・施設の整備と

いったハード面の施策と合わせて、居宅サービスや市民協働等による生活支援など、

ソフト面の施策を総合的に示しています。 

今後は、本計画に基づく施策の実現のため、市民の皆様をはじめ、各種団体や関

係機関、また、民間事業者の方々との連携を図りながら、高齢者の居住の安定確保

に向けて取り組んで参りますので、一層のご理解・ご協力を賜りますよう、心から

お願い申しあげます。 

本計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご提言を賜りました住宅政策審議会委員、

社会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門分科会委員の皆様をはじめ、関係各位に

深く感謝申しあげます。 

 

 

 

 

 

平成２５年３月 

                千葉市長 熊谷 俊人 
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第１章 計画策定の趣旨と位置付け 

１ 計画策定の趣旨 

千葉市の高齢者人口は、平成２２年の１９万９千人から平成３２年には、１．４倍の２７

万１千人に増加し、高齢化率は２８％になると見込んでいます。 

また、高齢化の進展に伴い、認知症や寝たきり高齢者等の増加、ひとり暮し高齢世帯、高

齢夫婦のみの世帯の増加が見込まれています。 

そうした中、高齢者が住みなれた地域において、健康でいきいきと自立し、安心して暮ら

し続けていけるような支援施策が求められています。 

さらに、要介護状態になっても住み続けられる高齢者向けの住宅・施設や生活支援が必要

となっています。 

本計画は、高齢者の居住の安定を確保するため、住宅施策と福祉施策の一体的な取り組み

を計画的に推進する方策を示す計画を策定するものです。 

 

２ 計画の位置付け 

千葉市高齢者居住安定確保計画は、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する基本

方針に基づき策定する計画です。 

また、本計画は、千葉市新基本計画の部門別計画として位置づけるとともに、千葉市住生

活基本計画及び千葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）と整合を図ります。 

 

 
図－１ 計画の位置付け 

千葉市新基本計画 

（平成２４～３３年度） 

 

千葉市住生活基本計画 

 

（平成２４～３２年度） 

 

 

【基本目標】 

安全で安心して住み 

続けられる住まいづくり 

千葉市高齢者保健福祉

推進計画 

（介護保険事業計画）

（第５期） 

（平成２４～２６年度）

 

【計画目標】 

高齢者が心豊かに 

暮らせる長寿社会を創る 

千葉市高齢者居住安定確保計画 
（平成２５～３２年度） 千葉県高齢者居住安定 

確保計画 

高齢者の居住の安定 

確保に関する法律 

基本方針 

（高齢者の居住の

安定の確保に関す

る基本的な方針） 
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３ 計画期間 

千葉市住生活基本計画の計画期間は、平成２４年度から平成３２年度までの９年間、千葉

市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）の計画期間は、平成２４年度から平成２６

年度までの３年間としています。 

千葉市高齢者居住安定確保計画の計画期間は、両計画との整合を図りつつ、平成２５年度

から平成３２年度までの８年間とし、千葉市住生活基本計画の見直しや千葉市高齢者保健福祉

推進計画（介護保険事業計画）の改定に合わせて、計画の見直しを行うものとします。 

 
千葉市高齢者居住安定確保計画の計画期間 

 

平成 

２４ 

年度 

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ 

住生活基本計画 

高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画） 

第 5 期 第 6 期 第 7 期 

 
高齢者居住安定確保計画 



 

 
 



 

 

２ 
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高齢者を取り巻く状況 
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第２章 高齢者を取り巻く状況 

１ 高齢者の状況 

① 高齢者人口及び高齢化率 

65 歳以上の高齢者数は、平成 22

年の 19 万 9 千人から平成 32 年に 27

万 1 千人となる見込みです。 

特に 75 歳以上の高齢者は年々増加

し、平成 32 年には総人口に占める割

合が 14.5％となる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 高齢者親族のいる一般世帯数 

高齢者親族のいる一般世帯は、平成

22 年で、13 万 1 千世帯であり、近年

急増しています。 

特に、高齢者の単独世帯の割合が増

加しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 高齢者人口及び高齢化率の推移 

資料：市資料、平成 25 年以降は推計値 

資料： 国勢調査 

図 1-2 高齢者親族のいる一般世帯数の推移 
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２ 介護の現状 

① 要支援・要介護認定者数 

平成 22 年度末の要支援･要介護認

定者は、28,329 人です。そのうち、

第１号被保険者（65 歳以上）の認定

率は平成 21 年度までは概ね横ばいで

推移していましたが、平成 22 年度に

は 14％を超えています。 

要介護度別にみると、平成 22 年度

における要介護５の認定者数の増加

割合は、対前年度比で 1.09 倍と、他

の要介護度と比べ高い伸び率となっ

ており、重度化が一層進行している状

況を示しています。 

 

 
 
 
 

 

 

 

② 介護サービスの利用状況 
介護サービスの利用者数は平成 22

年度には 23,031 人であり、着実に増

加していますが、居宅と施設を比べる

と、居宅サービス利用者数の増加割合

が施設サービスを上回っています。 

これは、施設サービス利用者数が定

員の関係で伸び悩む一方で、訪問介護

やデイサービスなど、在宅でサービス

を利用する方や、特定施設入居者生活

介護※や認知症対応型共同生活介護※

など居住系サービスの利用者数が増

加したためと考えられます。 

＜参考 ＞ 

利用している在宅サービスでは、「通

所介護（デイサービス）」が 24.1%と最

も多く、次いで「訪問介護（ヘルパー

の訪問）」23.6%、「通所リハビリテー

ション（デイケア）」16.3%、「短期入

所（ショートステイ）」10.5%などとな

っています。 

資料： 市資料（平成 23 年度） 

162,102 171,098 181,019 188,127 192,522
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第１号被保険者に占める要支援・要介護認定率

（人）

図 2-1-1 要支援・要介護認定者数の推移 

図 2-1-2 第一号被保険者数及び要支援・要介護認定者数の推移
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資料： 介護保険事業状況報告（各年度末現在） 

3,463 3,511 3,562 3,994 4,451
2,599 3,793 4,111 3,983 3,821
5,072 4,190 4,469 4,635 4,951
3,638 4,083 4,333 4,492 4,7873,181 3,553 3,776 3,632 3,6042,970

3,133 3,259 3,420
3,535

2,326
2,406

2,518 2,918
3,180計23,249

計24,669
計26,028

計27,074
計28,329

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成

18年度

平成

19年度

平成

20年度

平成

21年度

平成

22年度

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（人）

資料： 市資料（平成 23 年度） 

図 2-2 介護サービスの利用者数の推移 
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３ 高齢者の居住する住宅の状況 

① 高齢者向け施設・住宅の定員数 

高齢者人口 221,000 人に対し、高齢

者向け施設定員数は 11,932 人、また

高齢者のいる世帯数 131,288 に対し、

高齢者向け住宅戸数が 1,733 戸とな

っています。 

高齢者向け施設定員数の内訳は、有

料老人ホーム※が 4,787 人、特別養護

老人ホームが 2,592 人、介護老人保健

施設※が 1,952 人、認知症高齢者グル

ープホームが 1,592 人等となってい

ます。高齢者向け住宅戸数の内訳は、

都市再生機構の高齢者向け優良賃貸

住宅が 1,270 戸等となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 年間収入別・所有関係別 

高齢者のいる普通世帯数 

年間収入は、200 万円～400 万

円の世帯が多く、収入の高い世帯

で持ち家に居住する割合が高くな

っています。 

年間収入が 100 万円未満の世帯

では、持ち家に居住する割合は

55.1%となっています。 

 

資料：市資料 

（施設・住宅数・高齢者人口（推計値）は平成 24 年 10 月、 

高齢者のいる世帯数は平成 22 年 10 月） 

図 3-1 高齢者向け施設定員数･住宅戸数 

資料：住宅・土地統計調査（平成 20 年）  
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図 3-2 年間収入別・所有関係別高齢者のいる普通世帯数 
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③ 所有関係・建て方別高齢者のいる 

世帯数と比率 

持ち家に居住している世帯が、高齢

者同居世帯と高齢夫婦世帯では 80%

を超えているのに対し、高齢単身世帯

では 58.1%となっています。 

高齢者のいる世帯のうち、6 万 9 千

世帯が持ち家の一戸建・長屋建に居住

しています。 

共同住宅に居住する高齢者のいる

世帯は、持ち家、都市再生機構・公社

の借家でそれぞれ 2 万世帯、1 万世帯

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 高齢者が居住する住宅の 

 バリアフリー化 

高齢者が居住する住宅の一定のバ

リアフリー化（2 箇所以上の手すり設

置又は屋内の段差解消）率は 38.9％、

高度のバリアフリー化（２箇所以上の

手すり設置、屋内の段差解消及び車い

すで通行可能な廊下幅）率は 8.3％と

なっています。 

 

資料：住宅・土地統計調査（平成 20 年）  

図 3-3-1 高齢者世帯類型別住宅所有関係別比率 

図 3-4 高齢者が居住する住宅のバリアフリー化率 

（所有形態別） 

図 3-3-2 所有関係・建て方別高齢者のいる普通世帯
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資料：住宅・土地統計調査（平成 20 年）  
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⑤ 民間賃貸住宅※における入居拒否 

民間賃貸住宅※では、家賃の支払能

力があれば、入居を拒否することなく

誰でも受け入れると答えたオーナー

は 31.4%、単身の高齢者であることを

理由に入居を拒否することがあると

答えたオーナーが 30.8%となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 別世帯となっている子の居住地 

別高齢者単身世帯数と高齢夫婦世

帯数の合計 

平成 20 年、別世帯となっている子

が片道 15 分未満の距離に住んでいる

割合は、一緒に住んでいる世帯等も含

め 22.6%となっています。 

 

注１：【別世帯となっている子の居住地】  

家計を主に支えている者の子のうち，住居又は

生計を別にする子（未婚の子，既婚の子及び子の

配偶者を含む。）の住んでいる場所について区分

した。子が二人以上いる場合は，最も近くに住ん

でいる子について調査した。 別世帯の子はいない 

項目は、子がいない場合を含む。 

注２：【高齢夫婦】 

夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯。 

図 3-5 民間賃貸住宅における入居拒否《千葉県》 

図 3-6 別世帯となっている子の居住地別高齢者単身世帯
数と高齢夫婦世帯数の合計 

資料：住宅・土地統計調査（平成 10 年,15 年,20 年） 
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⑦ 高齢者向けに最も必要な住まい 

高齢者向けに最も必要な住まいと

しては、「バリアフリー化」と「介護

サービスの充実」などが挙げられてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 要介護状態になった場合に 

希望する介護 

要介護状態になった場合に希望す

る介護としては、「介護保険などのサ

ービスを利用しながら、自宅で生活し

たい」が 51.8%、「介護を受けられる

施設等に入りたい」が 18.7%、「自宅

で出来るだけ家族に介護してもらい

たい」が 10.9%等となっています。 

 

 

 

 

 

図 3-7 高齢者向けに最も必要な住まい 

39.7%

32.2%

12.6%

6.8%

6.2%

2.5%

バリアフリー化

介護サービスの充実

共同生活できる住宅

サークル活動などの充実

有料老人ホームなどの充実

その他

図 3-8 要介護状態になった場合に希望する介護 

資料：千葉市インターネットモニターアンケート 

   【千葉市のこれからの住まいづくりについて（平成２３年）】 

資料：平成 22 年度実態調査 
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第３章 高齢者を取り巻く課題 

１ 住みなれた地域での生活支援 

高齢者が住みなれた地域で安心して生活していくため、高齢者自身も含めた地域の関係者

が協働して、生活支援をしていくことが求められています。 

①市民協働等による安心居住のための生活支援 

○ ひとり暮らし高齢者が今後も増加していくことが予想される中、高齢者が一人でも安

心して暮らしていけるよう、緊急通報装置や安心電話などの普及を図るとともに、あん

しんケアセンター、民生委員、地域住民などが連携して高齢者の孤立を防ぎ、孤独死を

防止するため見守り、災害時の安否確認等の取り組みを充実させていくことが求められ

ています。 

  また、地域において広がりつつある支え合い体制づくりが有効に働くよう支援をする

必要があります。 

 

○ 要支援・要介護状態にならないための介護予防や、在宅医療や在宅介護の推進、認知

症高齢者の早期発見や早期治療など、今後、地域において医療・介護・福祉の連携強化

はもとより、生活支援サービスを含んだ地域包括ケアネットワーク構築の要としての役

割があんしんケアセンターに求められています。 

 

○ 今後、団塊世代を中心に知識・経験などを持つ高齢者や、社会貢献したいと考えてい

る高齢者がますます増えてくることから、高齢者の社会貢献意欲や社会参加に対する関

心を、地域活動やボランティア活動に結び付ける仕組みづくりが求められています。 

 

○ 災害から高齢者を守るためには、それぞれの要介護者等の状況に応じた的確な支援が

必要です。また、災害時における安否確認や、避難支援の仕組みづくりが必要です。 

 

○ 特に老朽化した団地では、持続可能な地域居住の仕組みづくり、団地の再生の方向性

を住民主体で検討を進められるような仕組みづくりが必要です。 

 

２ 高齢者が安心して暮らせる居住支援 

高齢者の健康状態、経済面など様々な状況により、自立した生活が難しくなった場合に、

安心して暮らしていくために必要となる居住支援が求められています。 

①高齢者に対する介護、医療、生活支援サービス等の体制の充実 

○ 今後、７５歳以上の高齢者の増加などによる重度化の進展に伴い、医療ニーズの高い

高齢者や認知症高齢者が増えるとともに、ひとり暮らし高齢者、高齢夫婦のみの世帯も

増加するものと考えられるため、医療と介護の連携強化による定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の導入促進など、「地域包括ケア」の実現に向けた取り組みが求められていま

す。 

②要介護状態等に関わらず、住みなれた地域で生活を継続できるような居住支援や適切な情

報提供等 

○ 住宅の確保に配慮が必要な高齢者が、住みなれた地域で生活を継続していくためには、

住まいに関する情報の提供や相談体制の確保が必要です。 

○ 民間賃貸住宅※では、家賃の不払いなどの恐れから高齢者が入居を拒まれたり、継続
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して住むことを拒否されたり、入居を敬遠されやすい状況にあります。こうした高齢者

の安定した居住や住替えへの対応が必要です。 

 

３ 高齢者が安心して暮らせるための住環境整備 

高齢者が安心して暮らしていくため、住宅ストックの有効活用や住環境のソフト・ハード

両面からの整備が求められています。 

①住宅ストックを有効に活用した住環境整備 

○ 住宅戸数が世帯数を上回っており、多数の空き家ストックがあります。高齢者が安心

して暮らしていくには、空き家の状況を把握し、有効に活用していくことが必要です。

また、良質な住宅のストックを確保すると共に、良質な中古住宅の流通を促進すること

が必要です。 

 

○ 高齢化の更なる進展に対して、高齢者に対応したバリアフリー住宅などの住みやすい

住宅、また、生活環境においては、高齢者が安心して移動できる公共空間のバリアフリ

ー化など高齢者にやさしいまちづくりの推進が必要です。 

 

○ 高齢者に適した住まいへの住替えを促進するため、高齢者が所有する市内の住宅スト

ックの情報提供等の支援が必要となります。 

 

②老朽マンション・高度経済成長期に開発された戸建て住宅団地の再生 

○ 建設後３０年以上経過するマンションが増加する中で、建物の老朽化と居住者の高齢

化が同時に進んでおり、建物の再生や地域のコミュニティの活性化が必要です。 

 

○ 高度経済成長期に造成・分譲された戸建て団地においては、居住者の高齢化が進むと

共に、空き家が増加しており、地域の安全の確保とコミュニティの活性化、交通・買い

物等の日常生活の利便性の確保が必要です。 

 

４ 高齢世帯の増加に対応した住宅・施設の整備 

高齢者の健康状態、経済面など様々な状況により、自立した生活が難しくなった場合、安

心して暮らしていくために必要となる住宅・施設の整備が求められています。 

①ひとり暮らし高齢世帯、高齢夫婦のみの世帯の増加に対応した安心して暮らせる住宅の整

備 

○ 社会経済情勢の変化による、住宅の確保に配慮が必要な高齢者の実態を把握すると共

に、これらの世帯に対する的確なセーフティネット構築が求められています。 

 

○ 高齢化の更なる進展に対して、バリアフリー化するなど、要介護状態など様々な状況

に柔軟に対応した、住み続けられる住みやすい住宅が求められています。 

 

②特別養護老人ホームなどの計画的な整備促進 

○ 高齢者の在宅による生活との連携に配慮しつつ、特別養護老人ホームなどの計画的な

整備促進が求められます。 

 

○ 施設の整備地に偏在があることから、施設の少ない区における整備を推進するため、
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国有地等の活用が必要です。 

 

○ 在宅の要支援・要介護者を支援するため、短期生活介護、通所介護などの在宅サービ

スが求められています。 

 

③民間賃貸住宅※・公的賃貸住宅※ストック等の有効活用 

○ 社会の中で、自力で住宅の確保が困難な高齢者の居住の安定が求められています。そ

のために、民間賃貸住宅※の有効活用及び都市再生機構、千葉県といった公的賃貸住宅※

事業主体間の連携や市営住宅、特定優良賃貸住宅の柔軟な制度運用などが必要です。 

 

○ 増加する高齢者に対応するため、公的賃貸住宅ストック等を有効に活用する必要があ

ります。既存の市営住宅については、バリアフリー化等の改修が必要です。 

 

○ 住宅の確保に配慮が必要な高齢者の居住の安定を図る上で、住宅・施設の適正な管  

理が求められています。 
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第４章 高齢者の居住の安定確保に向けた取り組み 

１ 取り組みの基本的な考え方 

 

高齢者の暮らしは、心身ともに健康で、自宅において、可能な限り自立した生活を

送ることが基本となります。しかし、健康状態、経済面など様々な状況により、自立

した生活が難しくなった場合、居宅での介護など必要に応じた支援を受けられること

は、高齢者が安心して暮らしていくために必要なことです。 

そこで、高齢者の居住の安定確保を実現するために、次の７項目の基本的な考え方

に基づいて具体的な施策を展開します。 

なお、施策の展開にあたっては、限られた財源を適正に配分するよう努めます。 
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（１） 市民協働等による安心居住のための生活支援 

 

（２） 安心居住のための情報提供・支援の充実 

 

（３） 高齢者にやさしい住環境（バリアフリー空間）の整備 

 

（４） 高齢者の安心居住のための支援サービスの充実 

 

（５） 高齢者の安心居住のための住宅の整備及び管理の適正化 

 

（６） 高齢者の安心居住のための施設サービス等の充実 

 

（７） 高齢者にやさしい団地の再生 
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２ 基本施策と取り組み 

 

 

 

 高齢者が住みなれた地域で安心して生活していくために、地域住民が主体となった街づく

りが必要となります。また、高齢者自らも地域貢献と社会参加につながる仕組み作りを構築

します。 

 

＜基本施策＞ 

 ①見守りネットワーク構築の推進等 

○ ライフライン事業者などが支え合う高齢者の見守りネットワークづくりを支援します。 

○ 安心電話、緊急通報装置、配食サービスなどの利用を促進するとともに、地域でひとり

暮らし高齢者等を支え合う仕組みを構築していきます。 

○ 高齢者に対する、防犯や交通事故に対する啓発を行います。 

 

②災害発生時等における高齢者支援体制の整備 

○ 災害時における要援護者の支援については、それぞれの要援護者の状況に応じた的確な

支援が重要であることから、防災関係部局や地域の自治会組織、自主防災組織、民生委員

等と連携し、災害時要援護者支援計画に基づく安否確認や避難支援の仕組みづくりを進め

ます。 
 

③市民との協働によるまちづくりや地域の計画づくり等様々な活動の推進等 

○ 高齢者が地域の中で安心して住み続けられるよう、市民との協働により、まちづくりや地

域の計画づくり等を支援していきます。 

 

④就業機会の開拓の推進、就労支援の充実 

○ 意欲や能力を持った高齢者の就労を支援するため、その特性に合った就業機会の開拓を

推進します。 

 

⑤ボランティア活動等の場の確保、機会の創出等 

○ 市民やボランティア団体等に対し、情報提供や相談に応じるなどボランティア活動への

支援を充実するほか、地域で支え合い活動をする団体等を支援します。 

○ 高齢者が特別養護老人ホーム等で行うボランティア活動に対して、ポイントを付与する、

介護支援ボランティア制度を構築し、高齢者の地域貢献と社会参加を支援します。 

（１） 市民協働等による安心居住のための生活支援 
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＜基本施策に係る具体的な施策・サービス＞ 

基本施策 
具体的な施策・サービス 

 

実施主体 

市

民 

民

間

事

業

者

等 

各

種

団

体

等

行

政

等

①見守りネットワーク

構築の推進等 

安心電話事業   ○ ○

食の自立支援（配食サービス）事業    ○

緊急通報システム整備事業    ○

日常生活用具給付等事業  ○  ○

高齢者見守りネットワーク構築の推進 ○ ○ ○ ○

地域見守り活動支援事業 ○  ○ ○

居宅介護支援事業者等の支援  ○  ○

三世代同居等支援事業    ○

地域のつどい・ふれあい入浴事業   ○ ○

ボランティア活動の促進 ○  ○ ○

ちば市民活力創造プラザ※の活用 ○  ○ ○

地域福祉計画の推進 ○  ○ ○

②災害発生時等におけ

る高齢者支援体制

の整備 

災害時要援護者支援計画の推進 ○ ○ ○ ○

防災知識の普及啓発   ○ ○

災害時要援護者情報の消防局での活用    ○

住宅防火訪問指導の実施    ○

ちばし安全・安心メールの利用促進    ○

交通事故の防止   ○ ○

家具転倒防止対策事業  ○  ○

防犯・防災活動の区独自支援   ○ ○

自主防災組織の育成 ○   ○

③市民との協働による

まちづくりや地域

の 計 画 づ く り 等

様々な活動の推進

等 

ボランティア活動の促進（再掲） ○  ○ ○

社会福祉施設におけるボランティア受け入れ体制の支援 ○ ○  ○

ちば市民活力創造プラザ※の活用 ○  ○ ○

地域見守り活動支援事業（再掲） ○  ○ ○

地域福祉計画の推進（再掲） ○  ○ ○

ボランティアデータベースの運用 ○  ○ ○

地域居住に関する計画策定支援    ○

居住支援を行うＮＰＯ・各種団体等の活動支援    ○

高齢化に対する区民主体のまちづくりへの区独自支援 

（まちづくり活動団体への区独自の助成） 
   ○

④就業機会の開拓の推

進、就労支援の充実 
コミュニティビジネスの支援  ○  ○

⑤ボランティア活動等

の場の確保、機会の

創出等 

ボランティア活動の促進（再掲） ○  ○ ○

社会福祉施設におけるボランティア受け入れ体制の支援（再

掲） 
○  ○ ○

ちば市民活力創造プラザ※の活用（再掲） ○  ○ ○

地域見守り活動支援事業（再掲） ○  ○ ○

地域福祉計画の推進（再掲） ○  ○ ○

ボランティアデータベースの運用（再掲） ○  ○ ○

【実施主体】 
・市民・・・・・・市民 
・民間事業者等・・住宅供給事業者、宅地建物取引業者、建設業者、社会福祉法人等 
・各種団体等・・・町内自治会、社会福祉協議会、ボランティア団体等（ＮＰＯを含む） 
・行政等・・・・・県、市、県・市住宅供給公社、ＵＲ都市機構、住宅金融支援機構等
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高齢者が安心して生活していくためには、必要に応じて適切な住まいを選択し、所有する

空き家ストックがある場合には、貸す側、借りる側ともに適切な判断ができるようにするこ

とが重要です。 

 また、地域包括ケアの推進により、高齢者の安心居住を図ります。 

 

＜基本施策＞ 

①ニーズに応じた住まいを安心して確保できる相談体制の充実 

○ 住宅の購入や建設、改修、賃借等を行う高齢者が安心して適切に判断できるような住情

報の提供、相談体制の充実を目指します。 

 

②空き家ストックの活用促進 

○ 現在ある多量の空き家ストックは、高齢者の居住支援施設等としての活用が考えられる

ことから、ストック状況の把握を進め、市民と協働して活用できる仕組みづくりを進めま

す。 

 

③民間賃貸住宅※への入居支援 

○ 低額所得者や単身世帯の増加等、社会経済情勢の変化に適切に対応するために、的確な

住宅セーフティネット構築に向けた体制づくりを進めるとともに、民間賃貸住宅※への入

居支援を行います。 

 

④地域包括ケアの推進 

○ 地域包括ケアネットワークの構築を進めるため、あんしんケアセンターが地域包括ケア

会議などを通じ、介護や医療などの関係機関のほか、民生委員やボランティアなどの関係

者に働きかけ、ネットワークを構築します。 

○ 高齢者の生活を地域で支える地域包括ケアの仕組みが十分に機能できるよう、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービスなどへの事業者の参入を促し、地域包括ケ

ア体制の整備を推進します。 

（２）安心居住のための情報提供・支援の充実 
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＜基本施策に係る具体的な施策・サービス＞ 

基本施策 
具体的な施策・サービス 

 

実施主体 

市

民 

民

間

事

業

者

等 

各

種

団

体

等

行

政

等

①ニーズに応じた住ま

いを安心して確保

できる相談体制の

充実 

賃貸住宅の原状回復、標準契約書等の情報提供    ○

住宅関連業界や消費者相談等と連携したワンストップ相談体

制の整備の検討 
 ○ ○ ○

地域の防犯に配慮した住宅に関する情報提供（すまいアップ

コーナー※） 
   ○

地域内の住替え相談体制の構築（すまいアップコーナー※）    ○

リフォネットの普及によるリフォームの適切な促進  ○  ○

リフォーム等に関する相談・情報提供サービスの充実  ○  ○

高齢者終身建物賃貸借制度による高齢者居住の安定促進  ○  ○

②空き家ストックの活

用促進 

空き家を子育て世帯等の住宅として活用する仕組み作り  ○ ○ ○

空き家を住宅以外の用途として活用する仕組み作り  ○ ○ ○

③民間賃貸住宅※への

入居支援 

庁内・各団体との協働体制・情報交流  ○  ○

民間賃貸住宅※入居支援制度及び民間賃貸住宅入居支援補助

制度等を活用した入居支援 
 ○  ○

住宅関連情報コーナー（すまいアップコーナー※）等を通じた

高齢者の居住に関する様々な住宅情報の提供 
 ○  ○

④地域包括ケアの推進 

あんしんケアセンターの運営  ○  ○

地域の保健・医療・福祉関係連携の強化   ○ ○

在宅医療の充実   ○ ○
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超高齢社会を迎え、高齢者が安心して住み続けられるように、住宅の内外を問わず安全で

安心して移動できる住環境の形成を目指します。 

 

＜基本施策＞ 

①公共空間のバリアフリー化 

○ 公共空間のバリアフリー化等を推進し、安全で安心な移動空間を確保していきます。 

 

②住宅のバリアフリー化の促進 

○ 介護サービスを提供しやすい住宅等、バリアフリー化された高齢者等に配慮した住宅の

供給を促進していきます。 

（３）高齢者にやさしい住環境（バリアフリー空間）の整備 
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＜基本施策に係る具体的な施策・サービス＞ 

基本施策 
具体的な施策・サービス 

 

実施主体 

市

民 

民

間

事

業

者

等 

各

種

団

体

等

行

政

等

①公共空間のバリアフ

リー化 
バリアフリー化等による快適で安全な歩行空間の形成    ○

②住宅のバリアフリー

化の促進 

住宅改修  ○  ○

高齢者住宅改修費支援  ○  ○

住宅性能を向上させるリフォームに対する支援    ○
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要介護度が比較的軽い人に対して、要介護状態の改善・重度化防止を図りつつ、地域にお

いて自立した日常生活を送ることを支援するため、予防給付※サービスを適切に提供してい

くとともに、高齢者が住みなれた地域で暮らし続けることができるよう、医療と介護の連携

強化や地域密着型サービス※の計画的な整備を図ります。 

また、高齢者の居住する住宅は様々であり、所有関係、一戸建・共同住宅等の建て方等の

違いに応じたサービスやサービスを提供する施設の充実を図ります。 

 

＜基本施策＞ 

①居宅サービスの充実 

○ 指定居宅サービス事業者等連絡会議などにおいて適切な情報提供を行い、民間事業者の

参入を促しサービス提供体制の充実を図ります。 

○ 的確な住宅セーフティネット構築するために、関連する分野、団体との連携を図ります。 

 

②認知症グループホーム等の地域密着型サービス※の充実 

○ 高齢者が住みなれた地域で引き続き生活できるよう、認知症対応型共同生活介護※や小

規模多機能型居宅介護※などの計画的な整備を進めるとともに、医療ニーズの高い高齢者

の増加に対応するため、新たに創設された定期巡回・随時対応型訪問介護看護や複合型サ

ービスの導入を促進します。 

 

③公的賃貸住宅※等への福祉施設併設 

○ 公的賃貸住宅等へ福祉施設を併設するなど、高齢者のための施設整備を進め、安心して暮ら

せる環境を整えていきます。市営住宅についても、団地の建替えに合わせ福祉施設を併設し、

高齢者の居住支援サービスの充実を推進していきます。 

○ 小学校などの公共施設の跡地を有効利用して、高齢者のための福祉施設整備を進め、安

心して暮らせる環境を整えていきます。 

 

 

（４）高齢者の安心居住のための支援サービスの充実 
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＜基本施策に係る具体的な施策・サービス＞ 

基本施策 
具体的な施策・サービス 

 

実施主体 

市

民 

民

間

事

業

者

等 

各

種

団

体

等

行

政

等

①居宅サービスの充実 

訪問介護  ○  ○

訪問入浴介護  ○  ○

訪問看護  ○  ○

訪問リハビリテーション  ○  ○

居宅療養管理指導  ○  ○

通所介護  ○  ○

通所リハビリテーション  ○  ○

短期入所生活介護  ○  ○

短期入所療養介護  ○  ○

特定施設入居者生活介護  ○  ○

福祉用具貸与  ○  ○

特定福祉用具販売  ○  ○

住宅改修（再掲）  ○  ○

居宅介護支援  ○  ○

庁内・各団体との協働体制・情報交流（再掲）  ○ ○ ○

千葉県・ＵＲ都市機構等の公的賃貸住宅※事業者との連携によ

る協力体制の構築 
   ○

②認知症グループホー

ム等の地域密着型

サービスの充実 

認知症グループホーム（認知症対応型共同生活介護※）等の地

域密着型サービスの充実 
 ○  ○

夜間対応型訪問介護※  ○  ○

認知症対応型通所介護※  ○  ○

小規模多機能型居宅介護※  ○  ○

複合型サービス  ○  ○

地域密着型特定施設入居者生活介護※  ○  ○

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護※  ○  ○

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  ○  ○

③公的賃貸住宅※等へ

の福祉施設併設 

関係団体、地域住民との連携による地域拠点や高齢福祉施設

等の設置促進 
○ ○ ○ ○

市営住宅の建替事業に伴う福祉施設の併設  ○  ○

団地内集会所等の活用 ○  ○ ○

小学校などの公共施設の跡地利用による高齢福祉施設等の設

置促進（＊） 
 ○  ○

（＊）新規施策 
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高齢者が安心して生活できるようにするため、高齢者の健康状態、経済面など様々な状況

に対応する住宅の供給促進、整備を図るとともに、住宅の管理の適正化を目指していきます。 

 

＜基本施策＞ 

①サービス付き高齢者向け住宅※等、高齢者に配慮した住宅の供給促進 

○ 介護サービスを提供できる住宅等、高齢者等に配慮した住宅の供給を促進していきます。 

 

②入居者の高齢化に対応した市営住宅の整備推進等 

○ 住宅セーフティネットの一つである市営住宅は、市営住宅長寿命化・再整備計画に基づき、

入居者の高齢化等に対応した整備を推進します。 

 

③シェアハウス※等、多様な供給形態、居住形態に対応した多様な住宅の供給促進 
○ 高齢者の安心居住を支援するため、高齢者向けのシェアハウス等、多様な供給形態、居住形態

に対応した住宅の供給を促進します。また良質な空き家ストックの活用を促進していきます。 

 

④高齢者向け賃貸住宅管理の適正化 
○ 介護サービス付きの住宅においては、これらのサービスや賃貸の管理が適正に行われるよ

う指導していきます。 

（５）高齢者の安心居住のための住宅の整備及び管理の適正化 
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＜基本施策に係る具体的な施策・サービス＞ 

基本施策 
具体的な施策・サービス 

 

実施主体 

市

民 

民

間

事

業

者

等 

各

種

団

体

等

行

政

等

①サービス付き高齢者

向け住宅
※等、高齢

者に配慮した住宅

の供給促進 

生活相談と安否確認サービスが提供されるサービス付き高齢

者向け住宅※について国の補助制度等を活用した供給促進 
 ○  ○

高齢者等世帯向け支援制度の検討（地域優良賃貸住宅制度等

の活用） 
   ○

②入居者の高齢化に対

応した市営住宅の

整備推進等 

入居者の高齢化等に対応したバリアフリー化等の市営住宅の

改善 
   ○

建替えによるバリアフリー化された市営住宅の整備    ○

③シェアハウス※等、多

様な供給形態、居住

形態に対応した多

様な住宅の供給促

進 

民間事業者等の創意工夫による良質な住宅の普及（コーポラ

ティブハウス※、コレクティブハウス※やスケルトン・インフ

ィル住宅※） 

 ○  ○

シェアハウス※等の住宅供給促進  ○  ○

空き家を子育て世帯等の住宅として活用する仕組み作り（再

掲） 
 ○ ○ ○

空き家を住宅以外の用途として活用する仕組み作り（再掲）  ○ ○ ○

④高齢者向け賃貸住宅

管理の適正化 

高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定及びこれに基づ

く市独自の取り扱い等による良質なサービス付き高齢者向け

住宅※の登録（＊） 

   ○

住宅部局と福祉部局の実効的な連携によるサービス付き高齢

者向け住宅の指導・監督体制の構築及び登録後の立入検査等

の実施（＊） 

   ○

（＊）新規施策 
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 高齢者の安心居住のための施設サービスとして、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
※、介護老人保健施設※及び介護付き有料老人ホームについて、利用希望の状況及び地域的な

配置バランスに留意しながら、計画的に整備を図ります。  

 

＜基本施策＞ 

①特別養護老人ホームや介護老人保健施設※の計画的な整備促進 

②介護付有料老人ホーム等の整備促進 

○ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）※、介護老人保健施設※や介護付き有料老人ホー

ム等の入所希望等の状況を踏まえ、地域的な配置バランスに留意しながら、計画的に整備を

促進します。 

 

③有料老人ホーム※等の管理、サービスに対する指導 

○ 有料老人ホーム等の居住系施設において、適正な管理、サービスが行われるよう指導  

していきます。 

（６）高齢者の安心居住のための施設サービス等の充実 
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＜基本施策に係る具体的な施策・サービス＞ 

基本施策 
具体的な施策・サービス 

 

実施主体 

市

民 

民

間

事

業

者

等 

各

種

団

体

等

行

政

等

①特別養護老人ホーム

や介護老人保健施

設※の計画的な整備

促進 

特別養護老人ホームや介護老人保健施設※の計画的な整備促

進 
 ○  ○

特別養護老人ホームについては、国、千葉県やＵＲ都市機構

などが有する土地や小学校などの跡地利用の活用による整備

促進 

 ○  ○

介護老人保健施設※については、利用希望者や整備状況等を踏

まえ、地域バランスにも考慮した整備の促進 
 ○  ○

②介護付有料老人ホー

ム等の整備促進 
介護付有料老人ホーム等の必要なサービスの提供  ○  ○

③有料老人ホーム※等

の管理、サービスに

対する指導 

有料老人ホーム※等については、定期的な実地指導などによる

指導監査を通じて、適正なサービスの確保 
 ○  ○
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市内に数多く立地する高度経済成長期に郊外に開発された集合住宅団地や戸建群において

は、高齢者にやさしく、また、様々な世代が共存、交流できる団地としての再生を目指しま

す。 

 

＜基本施策＞ 

①住宅のバリアフリー化の促進（再掲） 

②見守りネットワーク構築の推進等（再掲） 

③市民との協働活動の推進 

④地域の拠点づくり 

○ 高齢者にやさしい団地として再生するため、介護サービスを提供できる住宅等、バリア

フリー化された高齢者等に配慮した住宅の供給を促進するとともに、市民との協働活動を

推進し、また、老朽化に対応した改修や建替えなどに合わせた地域の拠点づくりを目指し

ます。 

○ 高齢者が地域で安心して健やかに暮らし続けることができるよう、民生委員や地域住民、

ライフライン事業者などが支え合う高齢者の見守りネットワークづくりを支援します。（再

掲） 

（７）高齢者にやさしい団地の再生 
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＜基本施策に係る具体的な施策・サービス＞ 

基本施策 
具体的な施策・サービス 

 

実施主体 

市

民 

民

間

事

業

者

等 

各

種

団

体

等

行

政

等

①住宅のバリアフリー

化の促進（再掲） 

住宅改修  ○  ○

高齢者住宅改修費支援  ○  ○

住宅性能を向上させるリフォームに対する支援    ○

②見守りネットワーク

構築の推進等（再

掲） 

安心電話事業   ○ ○

食の自立支援（配食サービス）事業    ○

緊急通報システム整備事業    ○

日常生活用具給付等事業  ○  ○

高齢者見守りネットワーク構築の推進 ○ ○ ○ ○

地域見守り活動支援 ○  ○ ○

居宅介護支援事業者等の支援  ○  ○

三世代同居等支援事業    ○

地域のつどい・ふれあい入浴事業   ○ ○

ボランティア活動の促進 ○  ○ ○

ちば市民活力創造プラザ※の活用 ○  ○ ○

地域福祉計画の推進 ○  ○ ○

③市民との協働活動の

推進 

居住支援を行うＮＰＯ・各種団体等の活動支援（再掲）    ○

地域居住に関する計画策定支援（再掲）    ○

コミュニティビジネスの支援（再掲）  ○  ○

④地域の拠点づくり 

関係団体、地域住民との連携による地域拠点や高齢福祉施設

等の設置促進（再掲） 
○ ○ ○ ○

マンションや団地の再生の際の子育て支援施設、高齢者支援

施設等の併設の検討 
○ ○ ○ ○
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３ 評価指標及び目標量 

 

（１）市民協働による安心居住のための生活支援 

 評価指標及び目標 現状値 目標値又は目標量 

１ 
ちば市民活力創造プラザ※ 

登録団体数 （＊１） 

543 団体 

【平成 23 年度】 

783 団体 

【平成 29 年度】 

 

（２）安心居住のための情報提供・支援の充実 

 評価指標及び目標 現状値 目標値又は目標量 

１ 
民間賃借住宅入居支援制度登録住

宅数 （＊２） 

72 件 

【平成 23 年度】 

375 件 

【平成 32 年度】 

２ 
あんしんケアセンターにおける相

談件数 （＊１） 

20,943 件 

【平成 23 年度】 

39,000 件 

【平成 29 年度】 

 

（３）高齢者にやさしい住環境（バリアフリー空間）の整備 

 評価指標及び目標 現状値 目標値又は目標量 

１ 

 

高齢者（65 歳以上の者）の居住す

る住宅の一定のバリアフリー化率

（一定のバリアフリー化率：２か

所以上の手すり又は屋内の段差解

消） （＊３） 

38.9％ 

【平成 20 年】 

 

75％ 

【平成 32 年】 

 

 

（４）高齢者の安心居住のための支援サービスの充実 

 評価指標及び目標 現状値 目標値又は目標量 

１ 夜間対応型訪問介護※ （＊４） 
1 か所 

【平成 23 年度】 

2 か所 

【平成 26 年度】 

２ 認知症対応型通所介護※ （＊４）
9 か所 

【平成 23 年度見込み】

11 か所 

【平成 26 年度】 

３ 
小規模多機能型居宅介護※（複合型

サービスを含む） （＊４） 

9 か所 

【平成 23 年度】 

24 か所（うち複合型

サービス 6 か所） 

【平成 26 年度】 

４ 
認知症対応型共同生活介護※ 

（＊４） 

1,592 人分 

【平成 23 年度】 

1,732 人分 

【平成 26 年度】 

５ 
地域密着型特定施設入居者生活介

護※ （＊４） 

0 人分 

【平成 23 年度】 

116 人分 

【平成 26 年度】 

６ 
地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護※ （＊４） 

29 人分 

【平成 23 年度】 

174 人分 

【平成 26 年度】 

７ 
定期巡回・随時対応型訪問介護看

護 （＊４） 

新設サービス 6 か所 

【平成 26 年度】 

８ 

福祉施設等併設する 

公的賃貸住宅※団地の割合  

（＊５） 

4％ 

（3 団地） 

【平成 23 年度】 

12％ 

 

【平成 32 年度】 
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（５）高齢者の安心居住のための住宅の整備及び管理の適正化 

 評価指標及び目標 現状値 目標値又は目標量 

１ 高齢者向け住宅等の割合 （＊６）

2.8％ 

（6,230 戸） 

【平成 24 年】 

3～5％ 

 

【平成 32 年】 

 

（６）高齢者の安心居住のための施設サービス等の充実 

 評価指標及び目標 現状値 目標値又は目標量 

１ 
介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム）※ （＊４）

2,592 人分 

【平成 23 年度】 

3,052 人分 

【平成 26 年度】 

２ 介護老人保健施設※ （＊４） 
1,952 人分 

【平成 23 年度】 

2,252 人分 

【平成 26 年度】 

 

（７）高齢者にやさしい団地の再生 

 評価指標及び目標 現状値 目標値又は目標量 

１ 

高齢者（65 歳以上の者）の居住す

る住宅の一定のバリアフリー化率

（一定のバリアフリー化率：２か

所以上の手すり又は屋内の段差解

消）[再掲] （＊３） 

38.9％ 

【平成 20 年】 

 

75％ 

【平成 32 年】 

 

２ 
ちば市民活力創造プラザ※ 

登録団体数[再掲] （＊１） 

543 団体 

【平成 23 年度】 

783 団体 

【平成 29 年度】 

＊１ 政策評価制度の成果指標 

＊２ 千葉市住生活基本計画における成果指標 

＊３ 住生活基本計画（全国計画）における成果指標 

＊４ 千葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）の成果指標 

＊５ 100 戸以上の公的賃貸住宅団地 

＊６ 高齢者向け住宅等の割合とは、６５歳以上の人口に対する高齢者向け住宅等（養護老人

ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、シルバーハウジング、サービス付き高齢者

向け住宅）の割合 



  

 
 



 

 
 

５ 
第５章  

計画の実現に向けて 
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第５章 計画の実現に向けて 

１ 計画の推進体制 

（１）住宅施策と福祉施策の連携体制の強化 

本計画に掲げる施策を着実に実施していくためには、住宅施策と福祉施策が連携して取

り組む体制を強化する必要があります。そこで、庁内における推進体制として、関係各

課で構成する計画推進会議を設置し、計画の進捗状況を把握するとともに、各施策を着

実に推進するため連携・調整を行います。 

 

（２）千葉市住宅政策審議会 

住宅政策審議会では、本計画の策定にあたり「高齢者の居住の安定確保に関する基本方

針」について審議し、第二次答申を行いましたが、本計画の推進にあたっても、進捗状

況の確認・評価を行うとともに、各施策への助言を行います。 

 

２ 計画の推進に関係する会議等 

（１）居住支援を行う協議会 

本計画の各施策を効果的に推進するためには、行政だけではなく、高齢者の居住の安定

確保に関わる関係団体との連携・協働が必要となります。そこで、行政、社会福祉協議

会、見守りに関わるＮＰＯ団体、市民団体等からなる協議会を設置し、高齢者の居住体

制の確保を目指していきます。 

 

（２）関係機関・団体との連携・協働 

様々な健康状態、経済状況等に対応し、高齢者等に配慮した住宅を確保していくために

は、住宅の供給・あっせん等を行う関係機関・団体との連携が必要となります。 

千葉県、都市再生機構、千葉県宅地建物取引業協会等が供給・あっせん等する住宅の特

長を生かし、適切な役割分担が図れるよう連携・協働していきます。 
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参考資料 

１ 千葉市高齢者居住安定確保計画策定体制・経緯 

（１）千葉市住宅政策審議会及び千葉市社会福祉審議会 高齢者福祉・介護保険専門分科会審

議経過 

開催年月日 会議名 主な検討項目等 

平成２３年 ５月 ９日 住宅政策審議会 

・第三次諮問 

「安全で安心して住み続けられる住ま

いづくりの推進について」 

平成２４年 ４月１２日 住宅政策審議会 

・第１次答申 

「千葉市住生活基本計画の見直しの方

向性について」 

平成２４年 ７月１８日 

社会福祉審議会  

高齢者福祉・ 

介護保険専門分科会 

・計画の策定について報告 

平成２４年 ９月 ５日 

 

１０月１５日 

 

１１月１４日 

第２６回 

住宅政策審議会 

第２７回 

住宅政策審議会 

第２８回住宅政策審議会 

・高齢者の居住の安定の確保に関する基本

方針について 

・高齢者の居住の安定の確保に関する基本

方針について 

・第２次答申（案）について 

平成２４年１１月２１日 

～１２月 ７日 

社会福祉審議会  

高齢者福祉・ 

介護保険専門分科会 

・計画素案策定に伴う意見照会 

平成２４年１２月１２日 住宅政策審議会 

・第２次答申 

「高齢者の居住の安定の確保に関する

基本方針について」 
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（２）千葉市住宅政策審議会委員（平成２４年１１月１４日現在、敬称略） 

区 分 氏 名 役職等 

学識経験者 

（９名） 

北原 理雄 千葉大学大学院 工学研究科 教授 （副会長） 

小林 秀樹 千葉大学大学院 工学研究科 教授 

齋藤 裕美 千葉大学法経学部 准教授 

中城 康彦 明海大学不動産学部 教授 

橋本 都子 千葉工業大学工学部デザイン科学科 教授 

服部 岑生 千葉大学 名誉教授 （会長） 

広田 直行 日本大学生産工学部建築工学科 教授 

松薗 祐子 淑徳大学総合福祉学部人間社会学科 教授 

丸山 英氣 千葉大学 名誉教授 

各種団体 

（６名） 

家永 けい子 社団法人 千葉県建築士会千葉支部 幹事 

石川 公之 社団法人 千葉県宅地建物取引業協会千葉支部 副支部長 

冨山 茂 
社団法人 住宅生産団体連合会会員 

（大和ハウス工業株式会社千葉支店 分譲住宅営業所長） 

鳥越 將功 千葉市町内自治会連絡協議会 副会長 

西山 孝夫 社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 

安田 純代 千葉商工会議所 女性会 会長 

関係行政機関 

（３名） 

麻生 孝 千葉県県土整備部都市整備局住宅課 副課長兼住宅政策室長 

千葉 滋巳 独立行政法人 住宅金融支援機構 千葉センター長 

前田 正人 独立行政法人 都市再生機構千葉地域支社 住宅経営部担当部長 

公募市民 

（２名） 

安藝 孝彦  

小菅 教良  
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（３）庁内協議会・幹事会 

【千葉市住生活安定向上推進協議会】   

会長 都市局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【千葉市住生活安定向上推進協議会（幹事会）】 

 幹事長 建築部長 

 

委  員 

総務局長 

総合政策局長 

財政局長 

市民局長 

保健福祉局長 

こども未来局長 

環境局長 

経済農政局長 

建設局長 

局 名 部 名 職 名 

総務局 
－ 危機管理課長、防災対策課長 

総 務 部 総務課長 

総合政策局 総 合 政 策 部 政策企画課長、政策調整課長 

財政局 
財 政 部 財政課長 

税 務 部 税制課長 

市民局 市民自治推進部 市民総務課長、市民自治推進課長 

保健福祉局 
－ 保健福祉総務課長 

高 齢 障 害 部 高齢福祉課長、高齢施設課長 

こども未来局 こ ど も 未 来 部 こども企画課長、健全育成課長、保育支援課長 

環境局 
環 境 保 全 部 環境保全課長 

資 源 循 環 部 廃棄物対策課長 

経済農政局 
経 済 部 経済企画課長 

農 政 部 農政課長 

都市局 

－ 都市総務課長 

都 市 部 都市計画課長、まちづくり推進課長、宅地課長、市街地整備課長

公 園 緑 地 部 緑政課長 

建 築 部 住宅政策課長、住宅整備課長、建築指導課長 

建設局 

－ 建設総務課長 

土 木 部 維持管理課長 

道 路 部 道路計画課長 

下 水 道 管 理 部 下水道経営課長 

下 水 道 建 設 部 下水道計画課長 

教育委員会 教 育 総 務 部 総務課長 

消防局 総 務 部 総務課長 



参考資料 

47 
 

２ 用語解説 

（施設・住宅関係） 

▼介護療養型医療施設（療養病床等） 

急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする要介護者が入院する施設です。医療、看護、医

学的管理のもとでの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練などを行います。なお、療養病床と

しては、介護保険に基づく介護療養病床（＝介護療養型医療施設）と医療保険に基づく医療療養病

床がありますが、このうち、介護療養病床については、制度の廃止期限が平成 29 年度末まで延長

されたことから、介護老人保健施設や医療療養病床等への転換を円滑に進める必要があります。 

▼介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な要介護者が入所する施設です。食事、入浴、

排せつなどの介護、その他日常生活上の世話や健康管理などを行います。 

▼介護老人保健施設 

病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な要介護者が入所する施設です。医学的な管

理のもとでの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練などを行います。 

▼軽費老人ホーム 

家庭環境、住宅事情などの理由により、居宅において生活することが困難な方を入所させ、日常

生活上必要な便宜を低額な料金で提供する施設です。軽費老人ホームには、食事の提供や日常生活

上必要な便宜を提供する「Ａ型」と、自炊が原則の「Ｂ型」、高齢者が自炊のできない程度の身体機

能（車椅子利用の生活）になっても自立した生活が送れるように配慮した「ケアハウス」がありま

す。 

▼公営住宅 

地方公共団体が公営住宅法の規定による国の補助を受けて建設した賃貸住宅です。 

▼公的賃貸住宅 

公営住宅法による公営住宅や都市再生機構、地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅、特定優良賃

貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅のことをいいます。 

▼コーポラティブハウス 

組合方式で「共同して建てる家」の意味。知り合い同士のなどで集まって土地を探す方法と、事

業企画者となる専門家が土地を準備し、参加者を募集する方法があります。 

▼コレクティブハウス 

高齢者、障害者、母子家庭、シングル等の血縁関係のない人々が集まって暮らす住宅で、複数の

世帯の独立した住まいのほかに、食事や保育等のスペースを共有して、生活の一部を共同化してい

ます。 

▼サービス付き高齢者向け住宅 

サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録を受け

た住宅で、バリアフリー構造等を有し、生活相談サービス、安否確認サービス等が提供される住宅

です。 

▼シェアハウス 

一つの家を複数の人と共有して暮らすこと。キッチンやリビング、浴室等を共有し、部屋は一人

ずつ個室を利用する居住形態です。 

▼シルバーハウジング 

シルバーハウジングとは、高齢者が地域の中で自立し安全かつ快適な生活を続けられるよう、そ

の住宅生活を支援するために必要な保健・医療、福祉サービスが一体的に整備された国土交通省が

推進している公営賃貸住宅です。バリアフリー、緊急通報システム等の高齢者に配慮された住宅設

備と生活援助員（ライフサポートアドバイザー）が配置されているのが特徴です。 
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▼スケルトン・インフィル住宅 

「スケルトン」とは、壁・柱・床等の主要構造部に該当する構造躯体をいい、対になる概念であ

る「インフィル」とは、構造上重要でない間仕切壁を含む内装・設備等を指します。 

長期の使用に耐え得る集合住宅の整備に向けては、高耐久性のスケルトンとインフィルを明確に

分離させて、可変性・多様性を確保することが有効とされており、本計画ではそのような住宅を「ス

ケルトン・インフィル住宅」と総称していいます。 

▼認知症対応型共同生活介護（高齢者グループホーム） 

認知症の方が共同生活する高齢者グループホームにおいて、家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴、

排せつなどの介護や機能訓練を行います。 

▼民間賃貸住宅 

民間業者や地主などが自ら賃貸を行っている住宅のことです。 

▼有料老人ホーム 

高齢者が入居し、介護や食事の提供などの日常生活上必要なサービスを受けて生活する施設です。

有料老人ホームの類型には、①介護型有料老人ホーム、②健常型有料老人ホーム、③住宅型有料老

人ホームがあります。なお、介護サービスを提供している場合、それが一定の要件に該当すれば、

「特定施設入所者生活介護」として、保険給付の対象になります。 
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（事業関係） 

▼小規模多機能型居宅介護 

自宅から通うことを中心に、必要に応じてヘルパーの訪問を受けたり、短期間泊まったりして介

護を受ける多機能なサービスです。 

▼すまいアップコーナー 

本市で開設している、住まいに関する総合的な情報提供コーナーです。住宅の建設・購入・増改

築を考えている方や、賃貸住宅を探している方を対象に、知りたい情報の提供や、各種相談窓口の

紹介などを行っています。（中央コミュニティセンター１階 住宅供給公社内） 

▼地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス 

地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応

型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生

活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、及び複合型サービスをいいます。 

地域密着型介護予防サービスは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅

介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいいます。 

▼地域密着型特定施設入居者生活介護 

要介護者だけが入居する有料老人ホームなどのうち、定員 29 人以下の施設において、日常生活

上の支援や介護などを行ないます。 

▼地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員 29 人以下の小規模な介護老人福祉施設において、食事、入浴、排せつなどの介護、その他

の日常生活上の世話や健康管理などを行います。 

▼ちば市民活力創造プラザ 

市民の皆さんのボランティア活動やＮＰＯ活動などの市民公益活動を支援する施設です。ご利用で

きる方は、千葉市で市民公益活動を行っている団体や個人または活動に興味がある方です。市民公

益活動に必要な情報を提供しているほか、各団体のイベント情報や参加募集案内などを紹介してい

ます。また、登録団体は、会議室や印刷機などもご利用いただけます。（千葉中央ツインビル２号館

９階） 

▼（介護専用型特定施設における）特定施設入居者生活介護 

入居者が要介護者及びその配偶者等に限られる有料老人ホームやケアハウス等（介護専用型特定

施設）において、その施設が提供する入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び

機能訓練、療養上の世話をいいます。 

▼認知症対応型通所介護 

認知症の方を対象に、デイサービスセンターなどで、入浴、食事の提供や機能訓練などを日帰り

で行います。 

▼夜間対応型訪問介護 

ホームヘルパーなどが夜間、定期的に巡回したり、通報を受けて自宅を訪問し、入浴、食事など

の介護を行います。 

▼予防給付  

被保険者が要支援状態の場合に受ける保険給付であり、以下のものがあります。介護給付と比べ

ると、施設サービスが給付対象とならない点で異なります。 

１．介護予防居宅サービスの利用（介護予防サービス費・特例介護予防サービス費・地域密着型介

護予防サービス費・特例地域密着型介護予防サービス費） 

２．特定介護予防福祉用具の購入費（介護予防福祉用具購入費） 

３．介護予防住宅改修費（介護予防住宅改修費） 
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４．介護予防支援の利用（介護予防サービス計画費・特例介護予防サービス計画費） 

５．自己負担が高額な場合（高額介護予防サービス費・高額医療合算介護予防サービス費） 

６．低所得者の施設利用の際に、居住費や食費が一定の基準額を超える場合（特定入所者介護予防

サービス費、特例特定入所者介護予防サービス費） 
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